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放射能汚染地域の⼤規模な森林⽕災は河川への放射性核種の移動性を⾼める 

 
2020 年 4 ⽉に発⽣した、ウクライナのチョルノービリ（チェルノブイリ）規制区域（放射能汚染地域）

での⼤規模な森林⽕災が放射性物質の再分布に与える影響を、溶出試験と河川の⻑期観測データ解析か
ら評価しました。その結果、⽕災は河川を介した 137Cs と 90Sr の再拡散を促進することが分かりました。 

 

放射能汚染地域における森林⽕災は、放射性物質の再拡散や住⺠の被ばくといった重⼤な懸念を引
き起こします。本研究では、2020 年 4 ⽉にウクライナのチョルノービリ（チェルノブイリ）規制区域
内で発⽣した⼤規模な森林⽕災が、河川中の 137Cs（セシウム 137）および 90Sr（ストロンチウム 90）
の再拡散に与えた影響を調査しました。⽕災後に現地で採取された炭化残留物や⼟壌に含まれる 137Cs
と 90Sr の存在画分を特定し、河川中の 137Cs および 90Sr 濃度の⻑期的なモニタリングデータを解析し
ました。 

解析の結果、炭化残留物や⼟壌に含まれる 137Cs および 90Sr の存在量は、チョルノービリ原⼦⼒発
電所からの距離が増すにつれて減少しており、これはチョルノービリ原発事故後の初期の沈着パター
ンと⼀致しました。また溶出試験により、炭化残留物に含まれる⽔溶性の 137Cs と 90Sr の存在量は、
⼟壌のそれよりも有意に⾼くなっており、⽕災は河川を介して 137Cs と 90Sr の再拡散を促進すること
が分かりました。⽕災の前後で、チョルノービリの河川流域における 137Cs の濃度に顕著な増加は⾒ら
れませんでしたが、90Sr 濃度は有意に増加してウクライナの飲料⽔基準（2 Bq/L）を超える値を⽰し
ており、これは、炭化残留物や⼟壌から溶出した 90Sr が河川に流⼊したことが原因だと考えられます。 
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 研究の背景  
放射性物質は、⼤規模な⽕災などにより、再拡散される可能性があります。特に、137Cs（セシウム 137）

や 90Sr（ストロンチウム 90）は半減期が⻑く、環境や公衆衛⽣に関する懸念を引き起こします。また、
近隣に河川がある場合は、陸域の 137Cs や 90Sr を上流から下流に輸送する重要な経路となる上、⽕災後に
は、炭化残留物注１)や⼟壌が河川に流⼊して、河川中の 137Cs や 90Sr 濃度に作⽤することが考えられます。
1986 年に発⽣したチョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故では多量の放射性物質が環境中に放出さ
れ、事故後、その周辺の約 2600km2が⽴⼊規制区域に設定されました。本研究では、2020 年 4 ⽉に発⽣
し、チョルノービリ⽴⼊規制区域の約 1/3 が消失した⼤規模な森林⽕災について、この区域内にある河
川流域を対象に、炭化残留物や⼟壌に含まれる 137Cs および 90Sr 濃度とその存在画分を溶出試験注 2)から
特定し、⻑期観測データとの⽐較から、この⽕災が河川中の 137Cs や 90Sr 濃度に与えた影響を解析しまし
た。 
 
 研究内容と成果  

まず、森林⽕災の影響を受けた⼟壌と炭化残留物中に存在する放射性物質の量を調べました。⼟壌およ
び炭化残留物中に含まれる 137Cs と 90Sr の量は、原発から 1.5km 圏内のサイトで最も⾼く、原発からの
距離に伴って低下していました（図 1a、b）。しかしながら、⼟壌から炭化残留物への 137Cs と 90Sr の移
⾏は、原発からの距離（汚染の程度）や視認された⽕災の強度とは関連がありませんでした（図 1c）。こ
れまでの研究から、炭化残留物に含まれる物質の移⾏が燃焼温度と関連していることが分かっており、
137Cs および 90Sr の移⾏と燃焼温度との関連などを、さらに詳細に検証する必要があると考えられます。 
次に、炭化残留物及び⼟壌中の 137Cs と 90Sr の存在形態を確認しました。⽕災の鎮⽕直後、⽕災跡地か

ら炭化残留物と⼟壌を採取して溶出試験を実施し、137Cs と 90Sr の⽔溶態注 3)（F1）および交換態注 4)（F2）
を特定しました。その結果、炭化残留物に含まれる 137Cs の移動性画分（F1 + F2）は⼟壌のそれよりも
約 10倍⾼くなっていた⼀⽅で、90Sr では炭化残留物の移動性画分は⼟壌のそれよりも低くなっていまし
た。しかし、炭化残留物に含まれる 137Cs と 90Sr の⽔溶態はいずれも、⼟壌のそれよりも⼤きいことが明
らかになりました（図 2）。 

さらに、この森林⽕災が河川流域の放射性物質濃度に与えた影響を解析しました。チョルノービリ規制
区域内の河川を対象に、森林⽕災の前後での河川中の 137Cs と 90Sr の濃度変化を調べたところ、137Cs 濃
度は⽕災前後で明瞭な変化は⾒られませんでしたが、90Sr 濃度は⽕災後に顕著な上昇を⽰し、ウクライナ
における飲料⽔の許容限度（2 Bq/L）を超える値が観測され（図 3）、特に春の融雪時と夏の降⾬時に、
⼟壌表⾯や炭化残留物から 90Sr が河川に溶出している可能性が⽰されました。ここで、河川中の 90Sr の
濃度上昇はチョルノービリ規制区域内だけで観測されており、下流域では飲料⽔の許容限度を⼤きく下
回っていました。 
 
 今後の展開  

本研究の結果から、放射能汚染地域における⼤規模⽕災は、炭化残留物からの放射性物質溶出を促進さ
せ、近隣の河川の放射性物質の濃度上昇に寄与することが確認されました。また、⽕災の燃焼温度が炭化
残留物からの放射性物質溶出に⼤きく関与する可能性も⽰されました。今後、より詳細な溶出試験や燃焼
実験を通じて、炭化残留物に含まれる放射性物質の存在形態を明らかにしていく予定です。 
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 参考図  
 

 
図 1 (a) 原発からの距離と⼟壌中の放射性物質量、(b) 炭化残留物中の放射性物質量、および、(c) 
⼟壌から炭化残留物への放射性物質の⾯移⾏係数注 5)の関係。 

 
 

 

図 2 炭化残留物と表⾯⼟壌中に含まれる 137Cs および 90Sr の⽔溶性画分（⾚）と交換性画分（⻘）の割
合。図中の high、Middle、Lowはサンプリング地点での汚染レベルを⽰す。 
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図 3 2016 年から 2022 年までの、（a）河川流出量（Qs：mm/day）、（b）溶存 137Cs 濃度（Bq/L）、（c）
懸濁 137Cs 濃度（Bq/L）、（d）溶存 90Sr 濃度（Bq/L）。図中の⻩⾊、オレンジ⾊、⾚⾊の領域は、それぞ
れウクライナにおける飲料⽔での 90Sr許容濃度レベル（> 2 Bq/L）、TPL-91に基づくレベル（> 3.7 Bq/L）、
WHOに基づくレベル（> 10 Bq/L）を⽰す。（TPL-91 とは、チョルノービリ原発事故後の 1991 年に旧
ソ連保健省が定めた「⾷品および飲料⽔中のセシウム放射性核種とストロンチウム 90 の暫定許容レベル」
のこと。） 
 

 ⽤語解説  
注１） 炭化残留物 (charred residues) 

⽕災の過程で完全に燃え尽きなかった炭化物と主灰の総称。⽕災により植物や有機物は燃焼するが、⾃
然環境下では完全な燃焼には⾄らず、鎮⽕後に⿊⾊の炭化物と⽩い主灰からなる残留物が⽣成する。 
注２） 溶出試験 (extraction test) 

対象とする物質（本研究では 137Cs および 90Sr）が⽔や特定の溶媒に溶け出る量を、室内実験から定量
すること。 
注３） ⽔溶態 (water soluble fraction) 

本研究では、溶出試験の結果、蒸留⽔に溶出した 137Cs および 90Sr の濃度のこと。 
注４） 交換態 (exchangeable fraction) 

本研究では、溶出試験の結果、1Mの酢酸アンモニウム溶液に溶出した 137Cs および 90Sr の濃度のこと。 
注５） ⾯移⾏係数 (exchangeable fraction) 

⼟壌から炭化残留物への放射性物質移⾏を⽰す指標。本研究では、炭化残留物の重量あたりの放射性物
質濃度を⼟壌の単位⾯積あたりの放射性物質量で割った値を⽤いた。 
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